
平成２６年

第１回市議会定例会 議案第５６号

函館市青少年研修センター条例の一部改正について

函館市青少年研修センター条例の一部を改正する条例を次のように定

める。

平成２６年２月２７日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市青少年研修センター条例の一部を改正する条例

函館市青少年研修センター条例（平成７年函館市条例第５６号）の一

部を次のように改正する。

第８条および第９条を次のように改める。

（利用料金）

第８条 使用者は，研修センターの使用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に支

払わなければならない。

２ 利用料金の額は，指定管理者が，別表に掲げる金額の範囲内におい

て，あらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

３ 指定管理者は，特に必要と認める場合について，あらかじめ市長の

承認を受けて定めるところにより，利用料金を減免することができる。

４ 利用料金の支払方法については，指定管理者が，あらかじめ市長の

承認を受けて定めるものとする。

（利用料金の不還付）

第９条 既納の利用料金は，還付しない。ただし，指定管理者は，特別

の理由があると認める場合について，あらかじめ市長の承認を受けて

定めるところにより，その全部または一部を還付することができる。

第１５条第１項中「（昭和２２年法律第６７号）」および「（同項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）」を削る。



別表中「使用料」を「利用料金」に，
「

使 用 料
」

を
「

利 用 料 金 に改める。
」

附 則

１ この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際現に改正前の第８条第１項ただし書の規定によ

り使用を終了した後に納めることが認められている使用料の納付につ

いては，なお従前の例による。

（提案理由）

青少年研修センターの使用に係る料金を指定管理者の収入として収受

させることとするため


